
 

  
  

 
    

   
    
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

    
 

 

 
 

 収受
埼玉県

'24.07.09

薬務課



使用期限が令和６年（2024 年）９月（2024/09 と表示）までとなってい

る製剤については、有効期間を３年として印字されているものですので、

変更後の使用期限は別添に記載のとおり、印字されている使用期限より１

年長いものとして取り扱うようお願いいたします。 

 

２ 使用期限の短い製剤の優先使用について 

貴重な薬剤を無駄にせず有効に活用する観点から、使用期限の短い製剤か

ら使用していただくよう改めてお願いいたします。 

 

以上



別添 

 

（令和６年７月９日時点） 

メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」 

・１アンプル（１０ｍＬ） 

ロット No 
印字されている使用期限 

（有効期間３年のもの） 

使用して差しつかえない期限 

（有効期間１年延長後） 

BMA0005 2024/09 2025/09 

以上 


